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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
二
号

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
百
五
十
九
条
の
四
及
び
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費

負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度
に
お
け
る
出
産
育
児
一
時
金
等
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
算
定

に
関
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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厚
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大
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定
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る
率
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